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連絡先

陳情逝旨

氏がlア哉る等の暴行を加えられた事件に遡ります。

この事件で、娘は約 2週間の安榊力H療を要する顔面打撲・座礁の傷害を負わ

せた行為にとどまらず、令和 2年 6月 18日午前 10時 30分ごろから、同日

。ことは平成30年 12月 11口、当方の娘 く     、た対し

午前 H時ころまでの間、茨城県つく 在

居黎内において、娘に対し暴行を加え、1

の||IE

週間の安静、力H療を要する右上腕、下口唇、右顎、左手関節て右下腿、右鼠



径瀾
`、

右手、右肩及び胸部挫傷を負わせた事件がありました。

前科があると聞いていたので、このような悲劇を繰り返さないためにも、刑

事事件にして有罪にしたかったです。

一方、 は割1賦1背入できなかった状況でした。

それで、娘は身代わりとなり、娘名義で車を害1賦;聴入し、その車

酔 縣
らてぃたとぃう輔 がありまし亀

また、任意保険に加入していなく、事故を起こされて賠償能力がなかった

場合、こちらに責任が及ぶのを避けたいという背景もあり、車を取り戻すこ

とを第一に考えぎるを得ませんでした。

女性の裁判長からは、有罪になる可能1,1が高いので取り下げないほうが良

いと言われましたが、やむなく示談にすることにしました。

示談内容として娘名義の車の引き渡しと、命 100万円を振り込む等の内容

で和解しました。

最初の示談金 20万円はすぐに支払われました。残 りを一括での支払いは

無理とのことだったので、相談に乗つてあげました。

残りは令和 21F8月 から同年 10月 まで毎月末日限り、20万円ずつ、令和

2年 11月 から令和 3年 2月 まで毎月末日限り5万円ずつ、という条件でし

た。

しかし、示談金の振込 の保証人の兄弟からも次第に無く

なり、弁護士の先生に相談し、払期日は令和 7年 3月末日とし再度督促をし



ていただきました。

その結果、たびたびの督促により令和 7年 1月 21日 に 40万円支払われま

した。

しかし、期日までに金額支払われることはありませんでした。そのため、

換害賭償請求事件の少額訴訟の審理の裁判を令和 7年 4月 に入りすぐ依頼

し、書類を作成していただきました。その後、弁護上の先生からは、訴状作

成等の手付金の請求がありました。その金額は 16万 5千 Plで した。

のちに、令和 7年 5月 17日 に示談金の残額 402,172円 が振り込まれたと

の連絡をいただきました。しかし、時すでに選しです。

この内容では、当方に手付金の負担義務はありません。

このような背景がありましたので、つくば
・
耐手議会議員として、つくば市民とし

ての義務を果たすよう陳情する次第です。

資料として当時の示談書を資料として提出いたします。

陳憎事項

・直ちに損害賠償請求事件の少額訴訟手付金 16万 5千円の支払を求めます

e前回令和 7年 5月 30日 の陳情から何の連絡もなく時間が過ぎたことについ

て、つくば司1議会議員としての文章での説明を求めます



示 談 審

(り(ド 「rll J をいう. )、 (以下 「とょJと い う.)

(以下「丙Jと いう↓)イよ、本 11、 以 ドのとおり合意した,

I 乙は、卜μイこ対し、との ll・lに 41｀する現粕:ま でθ〕以下(1)及び (2)υ,暴行を含

1争企ての行為 (以下 r本件Jと いう,)に より、町1に多大オド内体的 ,*「,神

的汁痛を、ケ・文_た ことを深く謝け津し、11は こオしをkt,人″lrる。

(1)と,が、令不「124+16,1 l S FI′ Iittf,1011守 〔)()分 ころから1言I Fl午前 11

時こ.ろ までの出〕、茨城県つくば イ」:α)

方居黎内に第いて、甲に対 tノ暴行を加え_、 I押に と

週H〕の安静、力‖炊を要する右上ナ蹴i、 下側唇、右顎、/1i=1関節、右下川t、

右風径都、な「手、布肩及び胸著b程傷の傷等を負わせたイす為

(2)乙が、平成 30年 12月 JIH、 Fμに対 tン殴る等の暴行を加え、岬

に約 2迎問の安静、加療を要する顔rm打撰・挫傷の傷祥を負わせ
｀
た行

為

2 乙は、叶1に対し,、 本件の示談企と tノ て金100ガ 円の文1ム義務がや)る こ

とを,恕める。

3 とは、町lt(対 し、本日、前項の金員のうち金 20万 II」 を支払い、甲はこ

オ・Lを受領したり

1 れは、 rド に紺 Lン、第 21文の企員から前項の企員を控除した残額の金80

万円を、次のとおり分審1して、411指定の下記日胞へ振り込1,方法により文

払う。振込手数料は乙の負IFlと する。乙が当該支払作怠つた場合には、どと

は甲に対し、年 14.6%の 嘗1合に、jえ る避延快害金を支1ど、う。

(I)令和 2年 8月 から同年 1()月 まで徳,1木 口限り 20万 円・1ミつ

(2)令れ12年 11「1か 比)令下w i3年 2月 まで毎月末日限り 5ガ lilず′′)

mi!

月1〒

■



5 西は、11に対し、乙の叩に邦l…J・ る第 4Jチ〔の償務た・連‖保れヽする.丙は、

甲代理人に対 t/、 白riの勤務先の情報を焼供し′、令和 3年 2ナI水 日まで(こ

勤務先が変更となr)た勃合には、変更後の勤務先の情報を叩代劇!人に告匁I

J‐る。

6 江̀
′

社、 41に対・L′ 、本日、乙が〃千持する叩〃FttT)白 動Hl

埼録格必・ Hi台器号 以下
'本
側t白

動車Jと いう今)の鯉を交付し、11′アkこ れを受傾 t′ た。乙は、本件白助引i

に開する所布糀 (持分)及びすかミて,)諦 )k権を放葉する。

7 押は、乙に対・し、本日、「ドが所持する第 1収 (I)i記機のZ`方の鍵を交卜「

し′、とどはこれを受領 t′た。

8 乙方内に存する叩の,,f孝 i・ 1勿につき、乙は、叩から令れ12年 7月 末 Hま で
1こ 4勿 :‖〕を'4+定の に引渋 tメの要求がさ加,た物tillに ついて、と:方内を1鷲:認の上、

乙において凡つけることができた物 :‖〕を、同年8月 15日 までに邸イ1更でhμ

代ユ41人の悧1刃i宛に送ることと・する争叩は、令和 2年 7,1末 ロドkでに引波 L/

の要求を t′ なかヤったとJ力内の叩の〃f布物については、pi有権を放祭 tン 、乙

において処分さメ
′
t′てt)Jt議を述rミない

“

9 Z」は、とJが Di持 Jする叩に開するデータ作令て消去し、今後、本ホ談書の

触行のためその他のや1,を得ない場合を除き、その意思に基づいて、lμ及

びHIの親族に桜触せ
¨
,・、 明の連絡をとらないことを維約する。乙が本条

に瀧反 して F口 に1装れR又は連絡をRkイ )た場合には、Fwに対 tノ 、連約企とし'(「

命 I〕 (〕 ()万円を文ly、 ぅ゙

10 叩は、木件について、乙からの釉りにな・I受け人,1夕、乙(′ )刑事処制を求めな

いっ畔子は、とに対する第 1項 (1)及び (2)のイ,為 |こかかる中告を含む…り)の

告,i及び被審す百1を H文 り下げ、今後、本件について告訴及び被審用の提出を

行オ,ない.

H Чl、 乙及びいiは、トドとと‖l及び甲山問に、本示談響υ)はか、それぞれ何ら
■)隣監償務関係が作しないご.と を確認する。

つ
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